
  

 

第４次草津市男女共同参画推進計画後期計画（案）に関する 

パブリックコメントの実施結果について 

 

実施結果 

１ 実施期間   令和７年１２月１５日（月）から令和８年１月１４日（水）まで 

２ 意見者数   ２人 

３ 意見総数   ２件（意見の内容および意見に対する市の考え方は別添のとおり） 

４ 意見の反映件数 ０件 

 

周知方法  

広報媒体 実績 

計画案(本編および概要版)の

配架 

配架場所（閲覧者数） 

・草津市男女共同参画センター（  ０人） 

・情報公開室   （  ０人） 

・草津市立図書館 （  ０人） 

・南草津図書館  （  ０人） 

資料送付 送付数： ２３６件（団体２件、個人２３４件） 

個別説明 説明数：   ０件 

市ホームページ アクセス数：１１８件（１月１５日確認） 

広報紙 １２月号 

資料提供 １２月１１日付け 

その他（       ）  

 

概要版のみ掲示施設 

 ・各地域まちづくりセンター（１４箇所）    ・各隣保館（４箇所）   

・アーバンデザインセンターみなくさ      ・市民総合交流センター 

結果公表 

・市ホームページ ３月中旬 

・広報紙     ４月号 

・資料配架    ３月上旬 

配架場所    ・草津市男女共同参画センター ・情報公開室 

・草津市立図書館 ・南草津図書館 

  



  

第４次草津市男女共同参画推進計画後期計画（案） 

提出された意見と市の考え方 

 

                               

No 意見（ページ数）【原文】 市の考え方 

１ 

４８～４９ページ 

市のホームページに記載がある「つな

がりサポート事業」は、悩みや不安を

抱える女性へ、生理用品や居場所の提

供などを通じて、必要なサービス・地

域の支援につなげたり、社会とのつな

がりの回復をサポートするなど女性の

個々の事情に寄り添った支援を社会福

祉協議会に委託して行うとしていま

す。今後も継続して実施される予定で

あれば、基本方針（５）の「さまざま

な困難・課題を抱える人々への支援」

の代表的な事業となると思いますが、

事業の一つとして記載した方が良いの

ではないでしょうか。 

「つながりサポート事業」につきまし

ては、困難な問題を抱える女性に対し、

生理用品や居場所の提供を通じて相談

につなげることにより、必要な支援を提

供することを目的に実施しており、計画

の４８ページ施策番号１２ １行目～

３行目に含むものと考えておりますこ

とから、「つながりサポート事業」の名称

を個別に記載することは考えておりま

せん。 

 

 

２ 

 

１４，１６，２６，２８，３６ペー

ジ 

(P14)性別役割意識について、「男は

仕事、女は家庭」という固定的な性別

役割分担の賛否について記載や、(P16)

男女の平等についての記載がありま

す。 

令和 5 年度の人口動態調査結果によ

ると、離婚件数は 183,813 件。未成年

の子のいる離婚件数は 94,487 件（全離

婚の 51.4%） 

で、親が離婚した子の数は 161,968

人。母親が全児の単独親権者となった

数は81,846件で86.6%と圧倒的に多い

状況です。 

ひとり親家庭につきましては、こども

家庭若者課に母子・父子自立支援員を配

置し、ひとり親家庭の父母および離婚を

考えている父母の各種相談に応じてい

るほか、養育費の取決めにかかる費用の

助成制度や各種手当の説明なども行っ

ており、令和８年４月１日から共同親権

制度が施行された後も、これらの支援を

継続してまいります。今後も、関係部署

が連携し、婚姻関係の有無にかかわら

ず、父母双方が適切な形で子を養育する

責任を果たすことの必要性を啓発して

まいります。 

また、性別役割分担意識や固定観念な

どの解消に向けた啓発や教育につきま



  

令和 5 年度の司法統計年報とみて

も、家庭裁判所で離婚が成立した事案

16,418 件のうち、母親が単独親権者と

なった数は 

15.128 件で約 94%と圧倒的に多い状

況です。 

これはまさに、(P14、P28)「男は仕

事、女は家庭」性別役割分担が根強い

ことが背景にあるのではないでしょう

か。 

令和 8 年 4 月から共同親権制度が施

行されますが、女性の社会進出の為に

も、子の豊かな養育のためにも、婚姻

の有無で父母を差別しない地方自治体

裁量の自治事務が重要となります。 

(P26、P28)市に求められる役割につ

いて、父母の婚姻時のみではなく、非

婚・未婚、離婚時であっても父母の共

同養育を円滑に行える支援や教育が必

要ではないでしょうか。それは男女共

同参画だけではなく、子の福祉や子の

利益に直結します。 

(P36)男女（誰も）がともに喜びと責

任を分かち合う協働のまちとなるため

にも、男女がともに安心して暮らせる

環境づくりのためにも、意識啓発を行

っていただき、離婚後も「ふたり親」

が当たり前となる草津市になって欲し

いです。 

しては、計画の４４ページから４５ペー

ジにおいて、（１）「意識啓発の推進」（２）

「教育の充実」として各取り組みを記載

しており、関係機関と連携しながら固定

的な性別役割分担意識の解消や、男女共

同参画の意識啓発に取り組んでまいり

ます。 

 

▼原案への反映について 

パブリックコメントの実施結果による計画（案）の修正・変更はありません。お寄せ

いただいた御意見は、計画に基づく具体的な取組にあたっての参考とさせていただきま

す。 


